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（趣旨） 

第１条 この要項は、独立行政法人国立美術館会計規則第２６条及び独立行政法人国立美

術館競争的資金等取扱規則第１８条に基づき、受ける給付の完了の確認をするための検

査を行う補助者（以下「検査職員」という。）に関し、必要な事項を定める。 

 

（検査職員） 

第２条 本部、国立美術館が設置する美術館及び国立工芸館における検査職員は、次の部

署の職員とする。 

本部事務局   事務局財務課 

本部国立アートリサーチセンター 管理グループ 

東京国立近代美術館  運営管理部会計課 

国立工芸館   管理室 

京都国立近代美術館  総務課 

国立映画アーカイブ  総務課 

国立西洋美術館   総務課 

国立国際美術館   総務課 

国立新美術館   総務課 

 

（運用方法） 

第３条 検査職員は、検査した後、受領した納品書等に確認日を記入し、署名するものとす

る。 

２ 検査職員が、やむを得ない事情があり、納品等のときに検査ができない場合は、直接、

発注依頼者等が給付の完了を確認の上、受領した納品書等に確認日の記入及び署名を行

い、後日、検査職員が改めて確認する。 

 

附 則 

この要項は、令和５年３月２９日から施行する。 


